
   四街道市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 四街道市介護保険条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」 

に改め、同項第１号中「２８，２００円」を「３０，０３０円」に改め、同項第２号中「 

４２，３００円」を「４５，２１０円」に改め、同項第３号中「４２，３００円」を「  

４５，５４０円」に改め、同項第４号中「５０，７６０円」を「５９，４００円」に改め、

同項第５号中「５６，４００円」を「６６，０００円」に改め、同項第６号中「 

６７，６８０円」を「７９，２００円」に改め、同項第７号中「７３，３２０円」を「

８５，８００円」に改め、同項第８号中「８４，６００円」を「９９，０００円」に改め、

同項第９号中「９５，８８０円」を「１１２，２００円」に改め、同号ア中「

４，０００，０００円」を「４，２００，０００円」に改め、同項第１０号中「

１０１，５２０円」を「１２５，４００円」に改め、同号ア中「４，０００，０００円以

上５，０００，０００円未満」を「４，２００，０００円以上５，２００，０００円未満」

に改め、同項第１１号中「１０７，１６０円」を「１３８，６００円」に改め、同号ア中

「５，０００，０００円以上６，０００，０００円未満」を「５，２００，０００円以上

６，２００，０００円未満」に改め、同項第１２号中「１１２，８００円」を「

１５１，８００円」に改め、同号ア中「６，０００，０００円以上８，０００，０００円

未満」を「６，２００，０００円以上７，２００，０００円未満」に改め、同項第１３号

中「１１８，４４０円」を「１５８，４００円」に改め、同号ア中「８，０００，０００

円以上１０，０００，０００円未満」を「７，２００，０００円以上９，０００，０００

円未満」に改め、同項第１４号中「１２４，０８０円」を「１６５，０００円」に改め、

同号ア中「１０，０００，０００円」を「９，０００，０００円」に改め、同項第１５号

中「１２９，７２０円」を「１７１，６００円」に改め、同項第１６号中「

１３５，３６０円」を「１７８，２００円」に改め、同条第２項中「令和３年度から令和

５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１６，９２０円」を「

１８，８１０円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に、「１６，９２０円」を「１８，８１０円」に、「

２８，２００円」を「３２，０１０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年

度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１６，９２０円」を「１８，８１０

円」に、「３９，４８０円」を「４５，２１０円」に改める。 

 第７条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号

ロ又は第１３号ロ」に、「政令第３９条第１項第１号から第９号まで」を「政令第３９条

第１項第１号から第１３号まで」に改め、同条第４項中「１００円」を「１０円」に改め

る。 



 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四街道市介護保険条例第４条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


